
 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 アイラビット介護保険認定審査支援システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 介護認定に係る業務に利用するため 

記録項目 

申請情報等（認定申請日、申請区分等） 

氏名等（氏名、性別、生年月日、電話番号、住所、入

所情報等） 

認定情報等（要介護状態区分、有効期間、認定日、認

定履歴等） 

訪問調査情報等（訪問調査内容、調査員名、委託事業

所等） 

意見書情報（主治医意見書内容、医師名、医療機関） 

審査会情報（審査結果、審査会委員名） 

記録範囲 介護保険要介護（要支援）認定者 

記録情報の収集方法 
介護保険システム、本人からの申請書、本人以外、そ

の他情報は法令に基づき収集している。 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 神奈川県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☐有 ■無 



 

備考 
【ファイル簿番号】33-01-000001 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 
 



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険料の賦課徴収、介護保険認定、介護保険給付

に係る業務に利用するため 

記録項目 

１共通情報 

・識別番号等（被保険者番号、基本コード、世帯番号

等） 

・氏名等（氏名、続柄、性別、生年月日、電話番号）、

世帯状況 

・住所（現住所、前住所、転出先住所、住所地特例情

報等） 

・資格情報（取得区分、資格取得・喪失日、資格取得

事由） 

・生活保護情報、境界層情報、給付制限情報、減免状

況等 

・要介護状態区分、当該要介護認定の有効期間、振替

口座情報等 

２保険料賦課情報 

・介護保険料の賦課、収納、未納情報等 

・年金情報、所得情報、住民税課税情報 

３認定情報 

・認定情報（認定申請日、申請区分、認定日、認定期

間等） 

・介護支援事業所等（居宅契約事業所、届出日等） 

４給付情報 

・給付情報（介護保険サービス利用状況等） 

・高額サービス情報（高額サービス情報、高額医療合

算情報等） 

記録範囲 
第１号被保険者、第２号被保険者（認定者）及びその

世帯 



 

記録情報の収集方法 

住基システム、住民税システム、収納消込システム 

※上記及び被保険者から申請のあった情報以外につ

いては法令に基づき収集している。 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 神奈川県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☐有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-01-000002 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ヘルパー受講支援事業研修費助成金申請者台帳 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 助成金が決定をした者の管理に利用 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 助成決定日、４ 支払日、

５ 助成額、６ 備考 

記録範囲 申請後、助成の決定をした者 

記録情報の収集方法 本人から書面により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000001 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 家族介護用品支給事業 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 
家族介護用品支給事業の支給希望者や希望商品等を

把握するため 

記録項目 
１ 氏名・ふりがな、２ 住所、３ 電話番号、４ 支

給品目、５ 希望数、６ 購入金額、７ 申請者氏名 

記録範囲 家族者介護用品支給事業を申請した者 

記録情報の収集方法 本人から書面により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000002 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ひとり暮らし等緊急通報システム事業 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 ひとり暮らし等高齢者の緊急時の連絡体制を整えるため。 

記録項目 

１ 申込者の氏名、２ ふりがな、３ 性別、４ 生年月

日、５ 年齢、６ 郵便番号、７ 住所、８ 自宅電話番

号、９ 血液型、10 携帯電話番号、11 健康状態、12 担

当民生委員、13 主治医（事業名・住所・電話番号）、14

協力者（知人・隣人・親族）の氏名・住所・電話番号  

記録範囲 緊急通報システム利用者 

記録情報の収集方法 利用者の申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 委託先、消防署 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000003 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 高齢者虐待対応状況表 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者虐待の管理 

記録項目 

通報日時、高齢者氏名・年齢・介護度・認知症自立度・

寝たきり度・住所・連絡先、相談経路、相談歴、相談

者氏名・連絡先・種別、虐待者の種別、虐待種別、危

険度、コア会議状況、事実確認履歴、対応状況、保護

分離履歴、立入調査状況、ネットワーク会議状況、方

針、終結日、要因、経過観察 

記録範囲 虐待通報のあった方 

記録情報の収集方法 
虐待通報・関係者・高齢者からの聞き取り、立入調査

による収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000004 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護保険事業所管理ファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険法等による届出における資格要件審査のた

めに利用するため 

記録項目 

・申請情報（申請区分、申請年月日 、申請者氏名・

住所等） 

・法人情報（法人名、本社所在地、代表者・役員氏名、

電話番号等） 

・事業所情報（事業所名称、所在地、管理者氏名、電

話番号等） 

記録範囲 介護保険事業指定申請等を提出した事業所 

記録情報の収集方法 事業所の届出書及び添付書類 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ■法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000005 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 食の自立支援事業 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 
食の自立支援事業（配食サービス）について、利用者

情報の管理、確認、配食数実績集計のために利用する 

記録項目 

１.氏名 ２.性別 ３.生年月日 ４．郵便番号 ５.住所 

６.電話番号 ７.聞き取り相手方 ８.現在の利用、相

談している機関 ９.現在利用しているサービス 10.

経済情報 11.家族の食事支援 12.現在の疾患名、通

院・往診等 13.主な即往疾患 14.ＢＭＩ 15.最近６か

月の体重の増減 16.食生活能力 17.自立意欲 18.食

事回数 19.一緒に食べる人 20.調理・食事設備 21.食

材・食品入手先 22.希望する回数 23.主治医 24.緊急

連絡先 

記録範囲 食の自立支援事業の利用者 

記録情報の収集方法 事業利用申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 委託先 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 



 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000006 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
成年後見人町長申立一覧及び成年後見制度利用支援

助成対象者一覧 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 
成年後見人町長申立て及び成年後見制度利用支援助

成の管理のため 

記録項目 

氏名、申立日、審判の日付、後見人氏名、後見類型、

死亡日、入所先、生活保護の有無、成年後見制度利用

支援助成の受給の有無 

記録範囲 成年後見人町長申立てを行った方 

記録情報の収集方法 
成年後見人町長申立ての調査情報、裁判所の審判情報

による収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000007 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 総合相談票 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者に関する相談履歴の管理のため 

記録項目 

相談日時・方法、相談内容種別、相談者氏名・連絡先、

対象者氏名・連絡先・生年月日・住所・被保険者番号、

相談内容 

記録範囲 高齢者に関する相談があった方 

記録情報の収集方法 
本人、家族、知人、関係者等からの相談及び情報収集

により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 湯河原町地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000008 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 長寿夫婦記念品贈呈事業名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 長寿夫婦記念品申請者の連絡調整内容の記録のため 

記録項目 
１.氏名・ふりがな（夫婦）、２.住所、３.電話番号、

４.婚姻日 

記録範囲 結婚50年で申請した方 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、本人及び親族からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000009 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 高齢者健康増進事業名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者健康増進事業利用者の名簿管理 

記録項目 
１.氏名・ふりがな、２.性別 ３.年齢 ４.住所、５.

電話番号、６.受取人 ７.各種利用券番号 

記録範囲 高齢者健康増進事業の申請した者 

記録情報の収集方法 本人から書面により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000010 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護予防・日常生活支援総合事業 事業対象者名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 事業対象者の情報管理のため 

記録項目 
１.被保険者番号 ２.氏名、３チェック実施日、４決

定月、５.開始日、６.備考、７.死亡等 

記録範囲 事業対象者 

記録情報の収集方法 本人、家族または地域包括支援センターの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000011 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 

  



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 認知症キャラバンメイト登録者名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 登録者情報の管理 

記録項目 

メイトＩＤ、氏名、生年月日、資格、所属先、所属先

郵便番号、所属先住所、所属先電話番号、所属先ＦＡ

Ｘ番号、所属先メールアドレス、養成研修受講先実施

主体、養成研修受講年月日、活動状況、認知症サポー

ター養成講座開催回数、郵便番号、住所、電話番号、

ＦＡＸ番号、メールアドレス 

記録範囲 登録者 

記録情報の収集方法 
認知症キャラバンメイト登録証の登録情報、本人から

の申告により収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000012 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 認知症サポーター養成講座受講者名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 受講者情報の管理 

記録項目 

氏名、氏名カナ、受講日、認知症ステップアップ講座

受講歴、キャラバンメイト養成研修受講日、住所、電

話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス、生年月日、当

時年齢、現在年齢 

記録範囲 受講者 

記録情報の収集方法 認知症サポーター養成講座の申込み情報から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000013 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 
 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 認知症等行方不明ＳＯＳネットワーク登録名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 登録情報の管理 

記録項目 
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、申請者氏名、

申請者住所、申請者電話番号、登録年月日 

記録範囲 登録者 

記録情報の収集方法 
提出された認知症等行方不明ＳＯＳネットワーク登

録届から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 神奈川県高齢福祉課、小田原警察署 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000014 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 

  



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 敬老祝金管理台帳名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 対象者情報の管理の為 

記録項目 １.氏名・ふりがな、２.年齢、３.住所、４.電話番号  

記録範囲 100歳になる対象の方 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、本人及び親族からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000015 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 見守りライト貸与事業名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 ひとり暮らし等高齢者の見守り体制を整えるため。 

記録項目 

１.利用者の氏名 ２.生年月日 ３.住所 ４.自宅

電話番号 ５.携帯電話番号 ６.通知先の氏名、続

柄、住所、メールアドレス、電話番号  

記録範囲 見守りライト貸与事業利用者 

記録情報の収集方法 利用者からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 委託先 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000016 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 高齢者補聴器購入費助成金事業名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 助成金を決定した者の管理に利用 

記録項目 
１.申請者の氏名 ２.生年月日 ３.住所 ４.電話

番号 ５.提出者の氏名、住所、電話番号 

記録範囲 助成の可否を決定した者 

記録情報の収集方法 申請者からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000017 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地域支え合いボランティア登録名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 ボランティアのコーディネートのために利用する 

記録項目 
１.氏名、２.生年月日・年齢、３.性別、４.住所、５.

電話番号、６.ボランティア内容 

記録範囲 地域支え合いボランティア登録シート提出者 

記録情報の収集方法 登録シートの提出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000018 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
訪問型サービスＢちょこっとボランティア湯河原従

事者台帳 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 
訪問型サービスＢちょこっとボランティア湯河原の

コーディネートのために利用する 

記録項目 

１.氏名、２.生年月日・年齢、３.性別、４.住所、５.

自宅電話番号、６.携帯電話番号、７.緊急連絡先氏

名・続柄・住所・電話番号、８.移動方法、９.受講経

験 

記録範囲 
ちょこっとボランティア湯河原訪問型サービスＢ活

動登録書提出者 

記録情報の収集方法 登録書の提出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000019 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 
 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 チームオレンジ湯河原登録名簿 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

介護課 

個人情報ファイルの利用目的 
チームオレンジ湯河原登録者の把握のために利用す

る 

記録項目 

１.氏名、２.参加種別、３.ステップアップ講座受講

状況、４.所属、５.住所、６.電話番号、７.ファック

ス番号、８.メールアドレス、９.LINE登録意向 

記録範囲 チームオレンジ湯河原登録用紙提出者 

記録情報の収集方法 登録用紙の提出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】33-02-000020 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 
 


